
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧品、手入れ製品等の製品（Ｐ）を包装および適用するための装置（１０）であって
、
　　　分配されるべき製品を収容する第１ハウジング（２０）と、
　　　適用面（４４）に隣接する第１部分（４９）を有するアプリケータ部材（４０）を
取り外し可能に収容でき、該第１ハウジング（２０）と選択的または恒久的に接続してい
る第２ハウジング（３０）と、
　　　該第２ハウジング（３０）の端部によって画定される開口部（３１）を充分な密閉
状態で封止する、取り外し可能な蓋（５０）と、
　　　第１部分（４９）によって適用面（４４）から隔てられた少なくとも１つの第２部
分（４１；４２）とを備え、
　第２部分（４１；４２）が、第１部分より高い圧縮性を有し、それにより、製品の適用
中に、アプリケータ部材が適用面にかける押圧力を少なくとも部分的に吸収し、適用面に
かかる押圧力に応じてピボット回転することを特徴とする装置。
【請求項２】
　第１部分が第２部分によって蓋に取り付けられていることを特徴とする請求項１に記載
の装置
【請求項３】
　第１部分（４９）が、圧縮材からなることを特徴とする請求項１または２記載の装置（
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１０）。
【請求項４】
　第１部分（４９）が、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、
ポリエーテル、ポリエチレン酢酸ビニル、ポリ酢酸ビニル発泡体、または天然もしくは合
成気泡ゴムから選定される開放気泡または半開放気泡発泡体、または、エラストマー、熱
可塑性エラストマー、ポリ塩化ビニルまたはポリエチレン酢酸ビニルから選定された可撓
性材料からなるフリットであることを特徴とする請求項３記載の装置（１０）。
【請求項５】
　第２部分（４１）が、部分的には、第１部分（４９）を形成する材料と同一の材料でで
きていることと、第２部分（４１）の前記同一材料からなる部分の断面積が、軸方向の高
さの少なくとも一部分で、第１部分（４９）の断面積よりも小さいことを特徴とする請求
項３または４記載の装置（１０）。
【請求項６】
　前記第２部分（４１）が、アプリケータ部材（４０）の側面に向かって開いた、アプリ
ケータ部材（４０）の長手軸（Ｘ）と直交する面内に配置され、アプリケータ部材（４０
）周辺部の少なくとも一部にわたって形成された、少なくとも１つの溝（４１０）を有す
ることを特徴とする請求項５記載の装置（１０）。
【請求項７】
　前記面が、アプリケータ部材の長手軸（Ｘ）に対して垂直である、または該軸（Ｘ）に
対して傾斜していることを特徴とする請求項６記載の装置（１０）。
【請求項８】
　アプリケータ部材（４０）への加圧がない状態で、前記溝（４１０）が、ほぼ同一の軸
方向の高さを有することを特徴とする請求項６または７記載の装置（１０）。
【請求項９】
　アプリケータ部材（４０）への加圧がない状態で、前記溝のうち少なくとも１つの溝の
軸方向の高さが、一定ではないことを特徴とする請求項６ 記載の装置（１０）。
【請求項１０】
　アプリケータ部材（４０）への加圧がない状態で、均一な間隔で隔てられた、少なくと
も３つの溝（４１０）を有することを特徴とする請求項６ないし９のいずれか１項記載の
装置（１０）。
【請求項１１】
　アプリケータ部材（４０）への加圧がない状態で、異なる間隔で隔てられた、少なくと
も３つの溝（４１０）を有することを特徴とする請求項６ないし９のいずれか１項記載の
装置（１０）。
【請求項１２】
　２つの連続する溝（４１０）相互の間隔が、前記溝（４１０）の軸方向の高さよりも大
きいことを特徴とする請求項６ないし１１のいずれか１項記載の装置（１０）。
【請求項１３】
　少なくとも１つの溝（４１０）の断面が、底の角張ったあるいは底の丸いＣ形状、Ｕ形
状、またはＶ形状であることを特徴とする請求項６ないし１２のいずれか１項記載の装置
（１０）。
【請求項１４】
　前記第２部分（４１）が、少なくとも１つのほぼ軸方向のスロット（４１１）を有する
ことを特徴とする請求項５ないし１３のいずれか１項記載の装置（１０）。
【請求項１５】
　アプリケータ部材の周辺部全域にわたって均一に半径方向に間隔のあいた、複数のスロ
ット（４１１）を有することを特徴とする請求項１４記載の装置（１０）。
【請求項１６】
　第２部分（４１）が、第１部分（４９）を形成する材料と異なる材料からなることを特
徴とする請求項１ないし４のいずれか１項記載の装置（１０）。

10

20

30

40

50

(2) JP 3826067 B2 2006.9.27

または７



【請求項１７】
　第２部分（４１）が、第１部分（４９）を形成する材料より高い圧縮性を持つ材料から
なることを特徴とする請求項１６記載の装置（１０）。
【請求項１８】
　第２部分（４１）が、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、
ポリエーテル、ポリエチレン酢酸ビニル、ポリ酢酸ビニル発泡体、または天然もしくは合
成気泡ゴムから選定された、開放気泡または半開放気泡発泡体からなることを特徴とする
請求項１７記載の装置（１０）。
【請求項１９】
　第２部分が、スプリング（４２）を備えることを特徴とする請求項１ないし１８のいず
れか１項記載の装置（１０）。
【請求項２０】
　アプリケータ部材（４０）が、機械加工またはモールド成形された単一の部材からなる
ことを特徴とする請求項１ないし１９のいずれか１項記載の装置（１０）。
【請求項２１】
　第２部分（４１）の中心に空洞（４３）が形成されていることを特徴とする請求項１な
いし２０のいずれか１項記載の装置（１０）。
【請求項２２】
　適用面（４４）が、平坦、凹面、または凸面のいずれかであることを特徴とする請求項
１ないし２１のいずれか１項記載の装置（１０）。
【請求項２３】
　アプリケータ部材（４０）が、フロッキング、織布、不織布、多孔質膜、または非多孔
質膜によって、少なくとも部分的に覆われていることを特徴とする請求項１ないし２２の
いずれか１項記載の装置（１０）。
【請求項２４】
　適用面（４４）から突起し適用面（４４）の全体または一部に広がる、棘、突起または
浮き彫り形状をした、要素（７０）を備えることを特徴とする請求項１ないし２３のいず
れか１項記載の装置（１０）。
【請求項２５】
　アプリケータ部材（４０）が、円形、楕円形、または多角形の断面を有することを特徴
とする請求項１ないし２４のいずれか１項記載の装置（１０）。
【請求項２６】
　アプリケータ部材（４０）が 、螺合、接着または溶着によって、蓋（５
０）に取り付けられることを特徴とする請求項１ないし２５のいずれか１項記載の装置（
１０）。
【請求項２７】
　該蓋（５０）が、少なくとも部分的に第２部分（４１；４２）を覆うスカートを有する
ことを特徴とする請求項１ないし２６のいずれか１項記載の装置（１０）。
【請求項２８】
　第１および第２ハウジング（２０；３０）が 、メッシュ、第２ハウジング（３０
）方向のみに開くバルブ、発泡体層、織布または不織布などの形態の、製品に透過性のあ
る要素（６０）によって隔てられていることを特徴とする請求項１ないし２７のいずれか
１項記載の装置（１０）。
【請求項２９】
　クリーム、乳液、ジェルまたはローションといった粉末状または液体状の化粧品を包装
および適用するための、請求項１ないし２８のいずれか１項記載の装置（１０）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば粉末状または液体状の化粧品、手入れ製品等の製品を包装および適用す
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るための装置に関する。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
様々なタイプの化粧用製品のアプリケータ、特に発泡体部材を備えたアプリケータが存在
する。発泡体部材はキャップに取り付けられている場合と取り付けられていない場合があ
る。こういったアプリケータは、汚染または蒸発を防ぐために密封された空間に封入され
ている。アプリケータは空間内で圧迫されていても、されていなくてもよい。この種のア
プリケータを顔全体または体への適用に使用するとき、発泡体部材の直径を大きくしなけ
ればならない。現在、よく使用されているのは、毛管現象によって製品を保持する有効性
を持つ、気泡の小さい高密度の発泡体である。したがって、高密度および直径の広い、比
較的硬い発泡体部材になる。さらに、発泡体部材の剛性により、そのような発泡体は製品
を適用する表面の様々な凹凸に適合するのが困難である。さらに、しばしば親水性であり
吸湿性であるこういった発泡体は、製品と接触したときに膨張する傾向と、発泡体を収容
している空間の壁の端面と摩擦する傾向がある。したがって、その過度の抵抗により、ア
プリケータ部材をハウジングに再挿入することが困難になる。
【０００３】
したがって、本発明の目的の１つは、先行技術の欠点を持たない、化粧品または手入れ製
品を包装および適用するための装置を実現することである。
【０００４】
本発明の目的は、特に、化粧品または手入れ製品を柔らかに適用することができるような
装置を実現することである。
【０００５】
また、本発明の別の目的は、製品を適用する表面の様々な凹凸に馴染むことが可能な、化
粧品または手入れ製品を包装および適用するための装置を実現することである。
【０００６】
また、本発明の別の目的は、密閉されたハウジングに容易に挿入することができる、化粧
品または手入れ製品を包装および適用するための装置を実現することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、分配されるべき製品を収容する第１のハウジングと、該第１ハウジング
と選択的または恒久的に接続している第２のハウジングを備え、該第２ハウジングが取り
外し可能にアプリケータ部材を収容できるようになっており、取り外し可能な蓋が第２ハ
ウジングの端部によって画定される開口部を充分な密閉状態で封止し、該アプリケータ部
材が、適用面に近接する第１部分と、該第１部分によって適用面から隔てられている少な
くとも１つの第２部分を備え、該第２部分が第１部分より高い圧縮性を有する、化粧品、
手入れ製品等の製品を包装および適用するための装置を実現することによって、これらの
目的が達成される。
【０００８】
適用面とは、手入れされるべき表面に接触することができる、特に、手入れされるべき表
面に製品をもたらすため、および／または広げるための、アプリケータ部材のいずれかの
外部面、を意味するものとして理解されるべきである。
【０００９】
したがって、他の部材よりも圧縮性の高い部分を少なくとも１つ備えるアプリケータ部材
の構造によって、例えば使用者が該アプリケータ部材を皮膚に適用したとき他の部材が及
ぼす加圧力が、少なくとも部分的に緩和される。これにより、手入れされるべき表面への
比較的柔らかな適用を可能にする柔軟性を有する装置ができる。
【００１０】
さらに、第２部分は、アプリケータ部材の均一なまたは好ましい圧縮を促進するような構
造になっていてもよい。特に、より圧縮性の高い部分をアプリケータ部材の一方の側面に
配置することによって、アプリケータ部材の第１部分とその適用面がアプリケータ部材の
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軸を中心にしてピボット回転するようにでき、それによって、適用面は、使用者がアプリ
ケータ部材を把持し適用している角度と異なる角度で、手入れされるべき表面の凹凸に馴
染む。
【００１１】
さらに、より圧縮性の高い第２部分の存在によって、特にアプリケータ部材の直径がハウ
ジングの直径と等しいもしくはハウジングの直径より大きい場合、アプリケータ部材が有
し得るハウジングの内部壁との摩擦が制限され、アプリケータ部材をそのハウジングに再
挿入することがより容易にもなる。
【００１２】
好適には、適用面に近接しているアプリケータ部材の第１部分は圧縮材からなる。よって
、アプリケータ部材は、適用時にある程度の柔軟性を与える第２の柔軟性を有する。使用
されるのは、例えば開放気泡または半開放気泡発泡体であり、例えばポリウレタン、ポリ
エチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリエーテル、ポリエチレン酢酸ビニル、ポ
リ酢酸ビニル発泡体、または天然もしくは合成気泡ゴムである。また、例えばエラストマ
ー、熱可塑性エラストマー、ポリ塩化ビニルまたはポリエチレン酢酸ビニルから選定され
た可撓性材料からなるフリットを使用することも可能である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
第１の実施形態によると、アプリケータ部材の第２部分は、部分的には、第１部分を形成
する材料と同一の材料でできている。この実施形態によると、該第２部分の同一材料から
なる部分の断面積は、軸方向の高さの少なくとも一部分で、第１部分の断面積よりも狭い
。
【００１４】
よって、第２部分には様々な構造が構想される。
【００１５】
第１の構造において、第２部分はアプリケータ部材の側面に向かって開いた１つ以上の溝
を備える。該溝は、アプリケータ部材の長手軸と直交する面内に形成され、アプリケータ
部材の周辺部の少なくとも一部分上に形成される。溝は、アプリケータ部材の長手軸に対
して垂直な面内、または長手軸に対して傾斜する面内に形成されてもよい。
【００１６】
第１の構造において、アプリケータ部材への加圧がない状態で、溝はほぼ同一の軸方向の
高さを有する。また、少なくとも１つの溝が他の溝と異なる軸方向の高さを有していても
よい。さらに、それぞれの溝は一定の軸方向の高さを有していてもよく、あるいは少なく
とも溝の１つが可変の軸方向の高さを有していてもよい。
【００１７】
加圧がない状態で、溝は均一な間隔をとっていてもよい。または、溝は異なる間隔をとっ
ていてもよい。実際に、アプリケータ部材の適用面から離れるにつれ、徐々に間隔が広が
る溝を使用することも可能である。これにより、特に、柔軟性を徐々に増加させることが
できる。また、異なる深さの溝を使用することも可能である。
【００１８】
２つの連続する溝の間の間隔は、例えば、溝の軸方向の高さよりも大きい。
【００１９】
溝が走る面の断面は、異なる形状であってもよい。具体的には、横断面は底の角張ったあ
るいは底の丸いＣ、Ｕ、またはＶの形状であり得る。Ｖ形状の横断面では、特に、Ｕ形状
の横断面で得られるよりも高い柔軟性を得ることができる。
【００２０】
第２の構造では、第２部分は１つ以上のほぼ軸方向のスロットを備える。
【００２１】
好適には、該第２部分はアプリケータ部材の周辺部全域にわたって均一に半径方向に間隔
のあいた、複数のスロットを備える。
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また、該第２部分は溝およびスロットの両方を有していてもよい。
【００２２】
第２の実施形態によると、第２部分は、第１部分を形成する材料と異なる材料でできてい
る。好適には、該第２部分は、第１部分を形成する材料より高い圧縮性を持つ材料からな
る。該第２部分の材料は、例えば、第１部分を形成する材料とは異なるが、同様にポリウ
レタン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリエーテル、ポリエチレン酢
酸ビニル、ポリ酢酸ビニル発泡体、または天然もしくは合成気泡ゴムから選定され得る、
開放気泡または半開放気泡発泡体である。
【００２３】
また別の形態では、アプリケータ部材は、性質および／または密度において異なる材料か
らなる少なくとも２つの同軸のブロック、例えば２つの異なる密度を有する同種類の発泡
体ブロックから形成される。該同軸のブロックは、軸方向の高さが同じであってもよく、
異なっていてもよい。
【００２４】
第３の実施形態によると、第２部分は、例えば金属またはプラスチックでできたスプリン
グを備える。
【００２５】
好適には、アプリケータ部材は、機械加工またはモールド成形された単一の部材でできて
いる。この場合でアプリケータ部材が少なくとも２つの異なる材料から作られる場合、そ
のようなアプリケータ部材はツーショット注入型モールド成形によって得ることができる
。
【００２６】
好適には、また、第２部分は中心に空洞を備える。空洞の寸法を選定することにより、ア
プリケータ部材の剛性および圧縮性を調節することが可能である。
【００２７】
アプリケータ部材は、平坦な、または例えば凹状に窪んだ、または例えば凸状に盛り上が
った、手入れされるべき表面に適用するための、適用面を有する。例えばセルフタニング
製品の場合など、適用に均一な製品分配を伴わせ、均一な塗膜を可能とするためには、平
坦なまたは凸状の表面を使用するのが好ましい。より多量の製品を適用する、別の適用の
場合、凹状の表面を使用してもよい。さらに、該適用面は、好適には、所定の適用角度を
促進するように傾斜していてもよい。
【００２８】
好適には、アプリケータ部材は、フロッキング、織布、不織布、多孔質膜、または非多孔
質膜によって、少なくとも部分的に覆われている。したがって、例えば適用する製品によ
って、所望の感触を得ることができる。さらに、アプリケータ部材は、適用面から突起し
適用面の全体または一部に広がる、棘、突起または浮き彫りなどの形状をした、要素を備
える。これによって、適用面が与える感覚を加減することが可能になる。該突起要素によ
って、また、適用面の少なくとも一部が、刺激、マッサージまたはドレナージ機能、また
は微小循環促進機能を有することも可能になる。
【００２９】
アプリケータ部材は、円形、楕円形、または例えば三角形、四角形、六角形などの多角形
の断面を有する。
【００３０】
好適には、アプリケータ部材は、例えばスナップ締結、螺合、接着または溶着によって、
蓋に取り付けられる。好適には、アプリケータ部材は、第２部分がその機能を果たしなが
らも外側から見えないように、蓋内に備え付けられる。例えば、該蓋は、部分的にのみ第
２部分を覆うスカートを有する。
【００３１】
第１および第２ハウジングは、好適には、例えば格子、メッシュ、第２ハウジングの方向
のみに開くバルブ、発泡体層、織布または不織布などの形態の、製品に透過性のある要素
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によって隔てられている。したがって、第１ハウジングに存在する製品は該透過性要素を
通過し、第２ハウジングに浸透し、第２ハウジング内のアプリケータ部材に到達する。
【００３２】
また別には、本発明は、例えば、ほお紅、ルージュ、アイシャドウ、リップスティック、
ファンデーション、手入れ製品、日焼け止め製品、毛髪用製品などの、例えばクリーム、
乳液、ジェルまたはローションといった粉末状または液体状の化粧品の包装および適用に
関して上述した装置の使用にも関する。
【００３３】
図１は、本発明の第１の実施形態による包装および適用装置１０の機構を示すものである
。本装置は、円筒形スカート２１、端壁２４により閉じられた第１端２２、および横断壁
６０により閉じられた第２端２３によって画定される第１ハウジング２０を画定する円筒
部を具備する。該横断壁６０は格子状の透過性要素である。横断壁６０は、第１ハウジン
グ２０を、該第１ハウジング２０の上方に形成された第２ハウジング３０から隔てる。第
１ハウジング２０は、例えば化粧品または手入れ製品などの製品Ｐを収容するようにでき
ている。製品Ｐは、例えばリキッドクリーム、リキッドファンデーションなどの液体状で
あってもよく、または、例えばファンデーション、アイシャドウ、口紅などの粉末状であ
ってもよい。アプリケータ４０は毛管作用によって製品が浸透する。
【００３４】
上部ハウジング３０の端壁は、横断壁６０によって形成され、半球形状を有する。横断壁
６０の反対にある、ハウジング３０の一方の端は、自由端３２によって開口部３１が画定
されている。ハウジング３０を構成する側壁の外表面にはネジ山３３があり、該ネジ山３
３は蓋５０のスカート５２の内表面に設けられた、対応するネジ山５１と螺合するように
できている。
【００３５】
軸Ｘを有する、蓋５０に固定されたアプリケータ４０は、ハウジング３０の横断壁６０に
より画定される半球形に一致する形状をした全体的には球状の、開放気泡ポリウレタン発
泡体ブロックにより形成される。本実施形態によると、アプリケータ４０は、フロックコ
ーティング４５に覆われた凸状の適用面を有する。
アプリケータ４０は、蓋５０に接着されている。
【００３６】
アプリケータ４０の寸法は、ハウジング３０に対して、蓋５０が閉じた状態にあるときに
、アプリケータ４０の適用面の少なくとも一部が格子状の横断壁６０に接触するように定
められている。
【００３７】
アプリケータ４０には、アプリケータの周辺部全域にわたって側面に向かって開いた、軸
Ｘと直交する面内に配置された、溝４１０が形成されている。溝は、例えば、環状であり
、溝と直行する横断面が底の角張ったＵ形状となっている。例えば、アプリケータ４０は
軸Ｘに沿って約３５ｍｍの高さＨを有し、該アプリケータ４０の最大横断面は約３５ｍｍ
の直径Ｄを有する。溝４１０の軸方向の幅ｈは約５ｍｍで、深さｐは約１０ｍｍである。
アプリケータの周辺部の一部のみに形成された不連続な溝４１０を使用できることは自明
である。
【００３８】
後述で示される寸法も同様に、これらの全ての寸法は単なる具体例として与えられるもの
である。これらの寸法は、アプリケータのサイズおよび所望の効果によって変化し得るこ
とは明白である。さらに、これらの寸法は、アプリケータへの加圧がない状態で測定され
た寸法である。
【００３９】
適用に際して、図２に示されるように、使用者は蓋５０を取り外し、アプリケータ４０の
適用面４４を、手入れされるべき表面Ｓ、例えば顔面に適用する。環状の溝４１０により
、アプリケータによる顔面への押圧力を軽減することができる。さらに、適用面が把持部
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材を中心にピボット回転し、それにより適用面は使用者が把持部材を握る角度と異なる角
度を取ることができるので、アプリケータ４０は顔面により容易に馴染む。
【００４０】
図３（ａ）から図３（ｏ）に、第１の実施形態によるアプリケータ４０の構造の様々な例
を示す。アプリケータは単独で描かれているが、図１に描かれたタイプの装置１０に装着
されることは極めて明白である。
【００４１】
図３（ａ）および図３（ｂ）に示すアプリケータは、単一の部材で形成された、ポリエス
テル発泡体のブロックである。該アプリケータは全体としてほぼ円筒形であり、軸方向の
高さＨが約２０ｍｍで、円形横断面の直径Ｄが約５０ｍｍである。該アプリケータは、軸
Ｘに対してほぼ垂直な面に形成された、わずかに凹状の適用面４４を有する。また、同じ
く軸Ｘに対してほぼ垂直な面に、３つの環状溝４１０が形成されている。溝４１０は全て
同一の軸方向の高さｈを有し、該軸方向の高さはさらに全周にわたって一定である。例え
ば、溝の軸方向の高さは約２ｍｍに選定される。２つの溝の間隔ｉは等しい。間隔ｉは約
２ｍｍである。最後に、各溝の深さｐは、同一の横断面にある、アプリケータ４０の中心
部４６の直径よりわずかに小さい。溝の深さｐは、例えば約１５ｍｍである。図３（ｂ）
に示されるように、溝４１０により、適用面４４の、軸Ｘに対してピボット回転が可能に
なる。
【００４２】
図３（ｃ）に示すアプリケータは、図３（ａ）および図３（ｂ）にしたがって記述したア
プリケータとわずかに異なる。まず、該アプリケータは凸状の適用面４４を有し、さらに
、適用面４４から離れるにつれ、溝と溝の間の間隔が狭くなる４つの溝４１０が形成され
ている。適用面の方から数えて第１および第２の溝は約５ｍｍの間隔ｉによって隔てられ
、第２および第３の溝は約３ｍｍの間隔ｉによって隔てられ、そして、第３および第４の
溝は約２ｍｍの間隔ｉによって隔てられている。最後に、各溝の深さは比較的小さく、つ
まり同一の横断面にある、アプリケータ４０の中心部の直径より小さい。溝の深さｐは、
例えば５ｍｍである。
【００４３】
図３（ｄ）および図３（ｅ）に示すアプリケータ４０は、適用面４４が平坦である点で、
図３（ａ）および図３（ｂ）に示したアプリケータと異なる。さらに、該アプリケータは
全体としてほぼ円筒形であり、軸方向の高さＨが約３５ｍｍで、円形横断面の直径Ｄが約
３５ｍｍである。さらに、溝４１０が４つあり、該溝の軸方向の高さｈは約２ｍｍである
。溝は比較的深く、深さｐは約１５ｍｍである。よって、該溝の深さｐは、同一面内に位
置する、アプリケータの中心部４６の直径より大きい。これにより、より高い２軸方向の
柔軟性が生み出される。さらに、図３（ｅ）に見られるように、これらの溝により、各溝
の間に形成されている、アプリケータの端部４７がより容易に湾曲するので、アプリケー
タ４０をハウジング３０により容易に挿入することができる。
【００４４】
図３（ｆ）は、単一の部材として形成された、ポリエチレン発泡体のブロックからなるア
プリケータ４０を示す。該アプリケータは全体としてほぼ円筒形であり、軸方向の高さＨ
が約４０ｍｍで、円形横断面の直径Ｄが約３５ｍｍである。該アプリケータは、軸Ｘに対
してほぼ垂直な面に形成された、わずかに凸状の適用面４４を有する。また、同じく軸Ｘ
に対してほぼ垂直な面に、３つの環状溝４１０が形成されている。溝４１０は、同一の間
隔ｉ、例えば約４ｍｍの間隔によって隔てられる。溝４１０の横断面は、例えばＶ形状で
ある。各溝の軸方向の最大高さｈは約４ｍｍである。アプリケータ４０には、また、円筒
形の中心空洞４３が形成されている。該中心空洞は、約１７ｍｍの軸方向の高さＨ’と、
直径Ｄ’が約１７ｍｍである円形横断面を有する。空洞４３は、適用面４４から離れたア
プリケータの第２部分に形成されている。空洞により、アプリケータ部材の剛性および収
縮性を調節することが可能になる。空洞を設置する場合、約４ｍｍの深さｐを有する浅い
溝４１０を使用するのが好ましい。
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【００４５】
図３（ｎ）に示すアプリケータ４０は、軸方向の高さＨが幅Ｄほど大きくない点で、図３
（ｆ）のアプリケータと異なる。さらに、該アプリケータには、Ｕ字状の横断面を有する
溝４１０が１つだけ形成されている。さらに、空洞４３は、実質的に軸方向の高さＨの全
長と幅Ｄの大部分にわたって存在する。実際は、空洞の軸方向の高さＨ’はアプリケータ
の軸方向の高さＨよりもわずかに短かく、アプリケータの適用面４４の中心部分の下の厚
みはわずかである。このような構造により、より柔らかな適用が可能になる。
【００４６】
図３（ｏ）に示すアプリケータは、溝がない点と、空洞が円錐台形である点で、図３（ｎ
）のアプリケータと異なる。第２部分４１の高い圧縮性は、この場合空洞４３のみによる
ものである。該空洞４３は、アプリケータの底部においてアプリケータの横断面の直径Ｄ
をほぼ等しい横断面の直径を有し、該空洞の横断面の直径は、適用部材４４に向かって狭
まり、直径Ｄ’となる。アプリケータ４０の適用面４４の中心部分の下の厚さが小さくな
るように、空洞の軸方向の高さＨ’はアプリケータの軸方向の高さＨよりもわずかに短い
だけである。
【００４７】
図３（ｇ）に示すアプリケータ４０は、単一の部材として形成されたポリ塩化ビニル発泡
体のブロックからなる。該アプリケータは全体としてほぼ円筒形であり、円形横断面の直
径Ｄが約４０ｍｍで、軸方向の高さＨが約５０ｍｍである。該アプリケータは、同じく軸
Ｘに対してほぼ垂直な面に形成された、窪みのある適用面４４を備え、それにより比較的
多量の製品を適用することが可能になる。さらに、同じく軸Ｘに対してほぼ垂直な面に、
２つの環状溝４１０が形成されている。該溝４１０の横断面は、底の丸いＵ形状である。
該溝の軸方向の最大高さｈは約５ｍｍで、それぞれの溝は約５ｍｍの間隔ｉによって隔て
られている。該溝の深さｐは比較的小さく、例えば５ｍｍである。
【００４８】
図３（ｈ）から図３（ｌ）に示すアプリケータ部材は、軸Ｘに対して傾斜した面に形成さ
れた適用面４４を有する構造である。
【００４９】
図３（ｈ）に示すアプリケータは、単一の部材として形成された、ポリエチレン酢酸ビニ
ル発泡体のブロックからなる。該アプリケータは全体としてほぼ円筒形であり、円形横断
面の直径Ｄが約４５ｍｍで、軸方向の高さＨが約５０ｍｍである。該アプリケータは、軸
Ｘに対して傾斜した面に形成された、ほぼ平坦な適用面４４を有する。さらに、軸方向の
高さｈが約５ｍｍである単一の溝４１０が形成されている。該溝４１０は、軸Ｘに対して
垂直な面に形成される。該溝４１０の横断面は、底の角張ったＵ形状である。該溝４１０
の深さｐは、約１５ｍｍである。
【００５０】
図３（ｉ）に示すアプリケータは、軸Ｘに対して傾斜した面に、軸方向の高さｈが図３（
ｈ）に示したアプリケータの溝よりも小さく約３ｍｍの、３つの溝４１０が形成されてい
る点で、図３（ｈ）にしたがって記述したアプリケータと異なる。溝は、相互に平行で適
用面４４に対しても平行である面に形成されている。該溝４１０は、同一の間隔ｉ、例え
ば溝の軸方向の高さと等しい大きさの間隔によって隔てられている。軸Ｘに対して垂直な
軸方向の、該溝の深さｐは、約８ｍｍである。
【００５１】
図３（ｊ）に示すアプリケータは、溝４１０が、軸Ｘに対して傾斜し、かつ適用面４４に
対して平行ではない面に形成されている点を除いて、図３（ｉ）に記述されたアプリケー
タと同じである。
【００５２】
図３（ｋ）に示すアプリケータは、３つの溝４１０の軸方向の高さｈが全周にわたって均
一ではない点で、図３（ｉ）のアプリケータと異なる。軸方向の高さｈは、３ｍｍないし
６ｍｍの間で変化する。
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【００５３】
図３（ｌ）に示すアプリケータは、凸状の適用面４４を有する点で、図３（ｈ）のアプリ
ケータと異なる。さらに、単一の溝は、軸Ｘに対して傾斜した面に、適用面が形成された
面に対してほぼ平行に形成されている。軸Ｘに対して垂直な軸方向の、該溝の深さｐは、
約８ｍｍである。該アプリケータ４０には、また、ほぼ半球形状の中心空洞４３が形成さ
れている。
【００５４】
図３（ａ）から図３（ｎ）に示した構造では、全て、溝４１０がアプリケータの全周にわ
たって形成されているが、代わりに該周の一部にだけ溝を形成することも考えられる。
【００５５】
図３（ｍ）に示した、また別の構造によると、アプリケータ４０は、同種類の発泡体から
なる２つの同軸のブロック４２０および４３０、例えば中心ブロック４２０の方が外側ブ
ロック４３０よりも密度が高い、密度の異なるポリエーテル発泡体、から形成される。該
アプリケータは全体としてほぼ円筒形であり、円形横断面の直径Ｄが約４５ｍｍで、軸方
向の高さＨが約４５ｍｍである。中心ブロック４２０は全体としてほぼ円筒形であり、約
３１ｍｍの直径Ｄ１を有する。外側ブロック４３０は全体として環状であり、半径方向の
厚さＲが約７ｍｍである。該アプリケータは、軸Ｘに対してほぼ垂直な面に形成された、
平坦な適用面４４を有する。また、同様に軸Ｘに対してほぼ垂直な面に形成された環状溝
４１０も備える。該溝４１０は環状で、溝の横断面は底の角張ったＵ形状である。該溝４
１０の軸方向の高さｈは約５ｍｍで、深さｐは約５ｍｍである。さらに、図４に基づいて
後述するタイプの軸方向スロットを中心ブロックに形成することも考えられる。図３（ｍ
）に示された構造によると、適用面４４の中心部４４０は他の部分とは異なっており、本
実施例の場合には、中心の発泡体ブロック４２０の方が外側の発泡体ブロック４３０より
も高密度なので、該中心部４４０は周囲より剛性が高い。異なるタイプの、２つの同軸の
ブロック４２０および４３０を使用する場合、研磨機能を有する中心ブロック４２０と、
より柔軟な外側ブロック４３０とを選択する、またはその逆を選択することが可能である
。
【００５６】
この実施形態の図示していない代替形態によると、中心ブロック４２０には空洞が形成さ
れている。また別の図示されていない代替形態によると、中心ブロックはアプリケータの
軸方向の高さＨの全長にわたっては存在しない。また別の代替形態によると、外側ブロッ
クは部分的に中心ブロックを覆う、つまりアプリケータの軸方向の高さＨ全長にわたって
は存在していない。この最後の代替形態の場合、アプリケータの外面がほぼ途切れずに連
続面となるように、好適には、中心ブロックの、外側ブロックに覆われていない部分は、
外側ブロックに覆われた部分より大きい直径を有する。次いで、溝、もしくは図４にした
がって後述するタイプの軸方向スロットが、中心ブロックの、最大横断面を有する部分に
形成される。あるいは、適用面が実質的に完全に外側ブロックによって構成されるように
、適用面に隣接する中心ブロック端部の実質的に全域にわたって、外側ブロックが中心ブ
ロックを覆ってもよい。
【００５７】
図４に示す、本発明の第２の実施形態によると、アプリケータは、アプリケータの軸Ｘに
沿ってスロット４１１が形成されている。前述された溝と同様に、該軸方向スロット４１
１は、図示されていない様々な形状を採用することができる。スロットは単一でも複数で
もよく、大きいあるいは小さい軸方向の高さｈを有し、軸方向の高さは一定でもアプリケ
ータの周辺部によって変化してもよい。単一または複数のスロットは、その軸方向の高さ
全長にわたって一定の幅ｌを有していてもよく、あるいは軸Ｘに沿って変化する幅を有し
ていてもよい。アプリケータが複数のスロットを備える場合、スロットは、全て同一の幅
ｌを有していてもよく、異なる幅を有していてもよい。スロットは、均一または異なる間
隔ｉによって半径方向に隔てられていてもよい。スロット４１１は、軸Ｘに対して、大き
くまたは小さく傾斜していてもよい。図４に記述された実施例では、アプリケータは全体
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としてほぼ円筒形であり、円形横断面の直径Ｄが約３３ｍｍで、軸方向の高さＨが約４５
ｍｍである。該アプリケータは、軸Ｘに対して垂直な面に形成された、ほぼ平坦な適用面
４４を有する。該アプリケータは、約８ｍｍの間隔によって均一に半径方向に隔てられた
複数のスロット４１１を備える。各スロット４１１は、約３ｍｍの幅ｌと約８ｍｍの軸方
向の高さｈを有する。
【００５８】
本実施形態によると、該アプリケータは、さらに、適用面から突起する突起要素７０によ
って覆われている。これらは、例えば浮き彫りである。
【００５９】
図５に示された第３の実施形態によると、アプリケータ４０は、異なる種類の発泡体ブロ
ックを軸方向に積み重ねたものからなる。本実施形態によると、アプリケータは、例えば
、それぞれ全体として円筒形であり、軸方向に積み重ねられ、相互に接着された、発泡体
ブロック４９、４１３および４８からなる。該３つのブロックは、例えば、同一の軸方向
の高さＨおよび同一の円形横断面の直径Ｄを有し、軸方向の高さＨは例えば１２ｍｍで、
直径Ｄは例えば４５ｍｍである。中心の発泡体ブロック４１３は、アプリケータ４０の圧
縮を促進するように、残りの発泡体よりも圧縮性が高い。適用面を画定している発泡体ブ
ロック４９はポリエーテルからなり、中心の発泡体ブロック４１３は天然ゴム（天然ブタ
ジエンゴム）からなり、第３番目の発泡体ブロック４８はポリウレタンからなる。アプリ
ケータ装置の残りの部分は、図１に記載したものと同一である。
【００６０】
図６に示した第４の実施形態によると、アプリケータ４０は熱可塑性エラストマーフリッ
トからなる。該アプリケータは、スプリング４２によって蓋５０に取り付けられる。スプ
リングによって、アプリケータによる顔面への加圧力をある程度吸収することが可能にな
る。スプリングの剛性は、適用時に得られるべき柔軟性にしたがって選択される。蓋５０
は、スプリング４２を覆うスカート５２を具備する。
【００６１】
前述の全ての実施形態において、アプリケータ４０にスプリング４２を備え付けることが
可能であることは明らかである。
【００６２】
好適には、前述のいずれの実施形態によるアプリケータにも、第２部分４１の全体または
一部、特に溝および／またはスロットの全体または一部を囲む圧縮材からなるシースを配
備することができる。シースは、例えば、製品に対して不浸透性であっても、そうでなく
てもよい皮膜である。シースは、さらに突起要素で覆われていてもよい。また、格納式で
あってもよい。
【００６３】
前述の全ての実施形態において、アプリケータ４０は、アプリケータ内に製品を留めてお
けるように、アプリケータに吸収される製品に応じて、さらに、吸水性または吸油性添加
物を含んでいてもよい。例えば、シリカまたはアルギン酸塩が選定される。これにより、
製品がアプリケータに浸透し、アプリケータから流れ出やすくなることもない。アプリケ
ータ４０は、また、抗真菌剤および／または抗菌剤を含んでいてもよい。アプリケータは
、また、磁粉を含んでいてもよい。
【００６４】
前述の詳細な説明ではいくつかの本発明の好適な実施形態を説明した。特許請求の範囲に
記載された発明の技術思想から逸脱することなく、これらを修正することが出来ることは
明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による製品を包装および適用するための装置の第１の実施形態を描いた
断面図である。
【図２】　使用中の第１の実施形態を示した概念図である。
【図３】　図３（ａ）から図３（ｏ）は、本発明による装置のアプリケータ部材の第１の
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実施形態の様々な構造を示した図である。
【図４】　本発明による装置のアプリケータ部材の第２の実施形態を描いた断面図である
。
【図５】　本発明による装置のアプリケータ部材の第３の実施形態を描いた断面図である
。
【図６】　本発明による装置のアプリケータ部材の第４の実施形態を描いた断面図である
。
【符号の簡単な説明】
１０　　　　装置
２０　　　　第１ハウジング
２１　　　　円筒形スカート
２２　　　　第１端
２３　　　　第２端
２４　　　　端壁
３０　　　　上部ハウジング
３１　　　　開口部
３３　　　　上部ハウジング側壁のネジ山
４０　　　　アプリケータ
４１　　　　アプリケータの第２部分
４２　　　　スプリング
４３　　　　中心空洞
４４　　　　適用面
４５　　　　フロックコーティング
４６　　　　中心部
４７　　　　アプリケータの端部
４８　　　　第３番目の発泡体ブロック（第３の実施形態）
４９　　　　アプリケータの発泡体ブロック
５０　　　　蓋
５１　　　　蓋のネジ山
５２　　　　蓋のスカート
６０　　　　横断壁
７０　　　　突起要素
４１０　　　溝
４１１　　　軸方向スロット
４１３　　　中心の発泡体ブロック（第３の実施形態）
４２０　　　中心の発泡体ブロック
４３０　　　外側の発泡体ブロック
４４０　　　中心部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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